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【会場・種目】ティーボール（鳶尾小学校）、グラウンドゴルフ（荻野運動公園多目的広場） 

       ソフトバレーボール（荻野運動公園メインアリーナ）       
 

【対  象】荻野地区在住の方（中学生以上） 

【申 込 み】４月11日（火）まで 

      申込方法の詳細については、３月１日号公民館だよりに掲載しています。 

      または、荻野公民館、各地区体育振興会委員へお問い合わせください。       

【問 合 せ】荻野公民館 ☎241-1030 （８：30～17：15まで） 

荻 野 地 区 体 育 振 興 会 事 業 

【各種証明発行のお休み】４月29日（土・祝） 

【図 書 室 の お 休 み】４月17日（月）、29日（土・祝） 

荻野地区公民館まつり 荻野地区文化作品展示・交流会 

※令和４年度の事業の様子です。 

学級・講座 荻野地区大運動会 春季健康まつり球技大会 



 

   

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

   

 色画用紙に紙やシールを貼ったりして、こいのぼり 

を作ろう。作ったこいのぼりは、お持ち帰りできます。 

 鳶尾児童館で、月１回「おひさまひろば」を開いて 

います。どなたでも気軽に来てください。 
 

【日 時】４月20日（木）10時30分～11時30分 

【場 所】鳶尾児童館 

【対 象】０歳～未就園児までの親子 

【参加費】無料 

【申込み】不要 

【問合せ】北嶋 

荻 野 地 区 
子育てサロン 

 子どもと一緒に「ひなたぼっこ」しましょう。 

 申し込みは不要で、ご自由に参加できます。 

 マタニティママの参加もお待ちしています。 
 
 

【日 時】４月18日（火）10時15分～11時45分 
【場 所】鳶尾児童館 

【対 象】０歳～未就学児と保護者、 

     マタニティママ 

【主 催】荻野地区地域福祉推進委員会 

     総務部会 

【問合せ】主任児童委員 坂田 

 令和５年度から次に該当する方を対象に理髪サービスに係る助成額を変更しましたので、お知らせします。 

また、年間限度枚数６枚を原則一括して交付いたします。 
 

【対 象】ねたきり老人登録者、認知症老人登録者、重度障がい者で、ねたきりまたはこれと同様の状態に 

     より理容・美容店を利用することができない10歳以上65歳未満の方   

【助成額】5,500円（令和４年度までは6,500円） 

     ※ひとり暮らし老人登録者の方は、助成額の変更はありません。 

【問合せ】介護福祉課 ☎225-2220 障がい福祉課 ☎225-2254  

新型コロナウイルス感染による重症化リスクが高い方など、次の①～③に該当する方を対象に、新型コロナウ

イルスワクチンの追加接種を５月～８月に実施します。②または③に該当して接種を希望する方は、次のいずれ

かの方法で接種券送付の申請をお願いします。 

 

 

 

 

 ①～③に該当しない初回接種が完了した５歳以上の方は、秋冬（９月～12月）に１回の 

追加接種を予定しています。（申請不要） 
 

【申請方法】・インターネットからの電子申請（右側二次元コード参照） 

      ・コールセンターへの電話、相談窓口への来庁 

            ※申請の際は、接種券番号・最終接種日が必要ですので接種済証をご用意ください。 

【申請期限】４月６日（木）まで ※期限後の申請者への接種券は５月以降に発送  

【問 合 せ】新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター ☎0570-054-666 毎日:８時30分～17時15分 

            新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口 ☎046-225-2792 平日のみ：８時30分～17時15分 

      保健福祉センター５階（中町１-４-１）   

接種対象者 

（初回接種を完了して最終接種日 

から3か月経過した次の方） 

申請有無 接種券送付（予定） 

①満65歳以上の方 申請不要 ４月下旬 

②基礎疾患を有する方 

 （５歳～64歳） 

申請が必要 

※１ 
４月下旬 

（期限後の申請者は５月以降に発送） 

③医療従事者、高齢者・障害者 

 施設の従事者（64歳以下） 

申請が必要 

※１ 
４月下旬 

（期限後の申請者は５月以降に発送） 

※１ 昨年度に基礎疾患・医療従事者等の申請済の方は申請不要です。 
  

  ・申請済で接種済の方は、申請情報に基づき接種券を送付します。 
  ・申請済で未接種の方は、現在お持ちの接種券が使用できますので送付しません。 

接種済証（接種券の右側部分） 

インターネットからの電子申請 


